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奈良県情報公開審査会の第２０４号答申について

行政文書の一部開示決定に対する審査請求についての諮問第２５３号事案に関して、下記のとおり、奈良県
情報公開審査会から奈良県公安委員会に対して答申されましたのでお知らせします。

記

１ 答申の概要
◎ 答 申：平成３０年５月１５日
◎ 諮問実施機関：奈良県公安委員会
◎ 実 施 機 関：奈良県警察本部長（交通部交通指導課）
◎ 対象行政文書：○ 交通切符等作成要領 ○ 点数切符の運用要領の制定について（昭和６０年１１月

１３日例規第３０号）
◎ 諮問に係る処分と理由
○ 決 定：一部開示決定
○ 不開示部分：ア 交通切符等作成要領

（ア）反則行為違反別記入例および注意事項の通行禁止違反（禁止場所右折）の注意事
項の一部、通行区分違反（追越しのための右側部分はみ出し通行禁止違反で追越し
を完了したもの）の注意事項の一部、通行区分違反（追越しのための右側部分はみ
出し通行禁止違反で追越しを中止したもの）の注意事項の一部

（イ）過失無免許（うっかり失効）運転の処理についての、１過失の無免許運転者に対
する処理要領の一部、２事件処理要領の一部、３、４うっかり失効処理例の一部

（ウ）点数切符の運用要領の第２告知の要領の３告知しない場合の一部、道路交通法違
反指導取締基準の第１通則の２の一部、第２違反事項別指導取締基準の検挙（告知
）から除くもの欄の一部（以下「本件不開示情報」という。）、第３近接排気騒音
に係る整備不良車両に対する指導取締り基準の３の一部及び車種別騒音適用規制及
び取締り基準一覧表の取締基準欄の一部、第４着色フィルム等貼付等自動車の指導
取締り基準の可視光線透過率欄の一部、装着・貼付・塗装の範囲等欄、措置区分等
欄及び注２、第４の２着色ガラス等にしている自動車の指導取締り基準の可視光線
透過率欄の一部、装着・貼付・塗装の範囲等欄、措置区分等欄及び注２

イ 点数切符の運用要領の制定について（昭和６０年１１月１３日例規第３０号）
第２運用上の留意事項の３座席ベルトの装着、幼児用補助装置の使用及び乗車用ヘ
ルメット着用の指導の一部、別記点数切符の運用要領の第２告知の要領の２告知を
しない場合の一部

○ 不開示理由：ア 上記不開示部分のアの（ア）
条例第７条第４号に該当

違反別の交通違反処理に関する情報であり、開示することにより、交通違反の助
長又は誘発につながるおそれがあるほか、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、
刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

条例第７条第６号に該当
違反別の交通違反処理に関する情報であり、開示することにより、将来交通指導

取締りの目的が達成できなくなり、又は公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるな
ど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

イ 上記不開示部分のアの（イ）
条例第７条第４号に該当

過失の無免許運転に係る交通違反処理に関する情報であり、開示することにより、
交通違反の助長又は誘発につながるおそれがあるほか、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、
公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ
るため。

条例第７条第６号に該当
過失の無免許運転に係る交通違反処理に関する情報であり、開示することにより、

将来交通指導取締りの目的が達成できなくなり、又は公正若しくは円滑な執行に支
障が生ずるなど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

ウ 上記不開示部分のアの（ウ）
条例第７条第４号に該当

道路交通法違反の指導取締基準に関する情報であり、開示することにより、交通



違反の助長又は誘発につながるおそれがあるほか、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公
訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある
ため。

条例第７条第６号に該当
道路交通法違反の指導取締基準に関する情報であり、開示することにより、将来

交通指導取締りの目的が達成できなくなり、又は公正若しくは円滑な執行に支障が
生ずるなど、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

エ 上記不開示部分のイ
条例第７条第４号に該当

点数切符の運用に関する情報であり、開示することにより、交通違反の助長又は
誘発につながるおそれがあるほか、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の
執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。

条例第７条第６号に該当
点数切符の運用に関する情報であり、開示することにより、将来交通指導取締り

の目的が達成できなくなり、又は公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるなど、当
該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

◎ 審査会の結論：実施機関の決定は妥当である。
◎ 判 断 理 由：

１ 本件行政文書について
本件行政文書は、警察官が道路交通法（以下「道交法」という。）に違反する行為を処理する際の、道

交法違反行為を認知した際の検挙に係る具体的な判断基準その他の留意事項や違反行為を取り締まる際の
参考資料をとりまとめたものである。

２ 条例第７条第４号該当性について
条例第７条第４号は、「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その

他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があ
る情報」については、不開示とすることを定めている。
諮問実施機関は、本件不開示情報について、条例第７条第４号に該当すると主張しているので、以下検

討する。
諮問実施機関の説明によると、実施機関は、警察官が道交法に違反する行為を認めた場合に、その違反

行為が軽微なものである場合等には、違反者を直ちに検挙せず、指導警告にとどめることがあるとのこと
であり、当審査会が本件行政文書を見分したところ、本件不開示情報は、その具体的な基準であることが
認められた。
交通取締りの現場においては、相手方が様々な手段を用いて取締りを逃れようとする状況が想定される

ところであるが、この点を考慮すると、本件不開示情報を公にすることにより、指導警告にとどまる範囲
内での違法な行為を助長する等により、検挙の対象とならない交通違反が増加するおそれがあり、また、
違反者が取締りを不当に免れるため、違反事実をわい曲して申告するなど、道交法違反の捜査に支障を及
ぼすとともに、道路交通における公共の安全と秩序の維持に影響を及ぼす等のおそれがある情報であると
認められる。
交通取締りの対象となる交通違反は、道交法第８章に規定する罰則が適用され得るものであり、指導警

告にとどまる違反行為に係る基準は、犯罪の捜査等に係る情報としての側面を有するものと認められるこ
とから、本件不開示情報は、公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行そ
の他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由が
ある情報であると認められ、条例第７条第４号の不開示情報に該当する。

２ 事案の経緯
① 開 示 請 求 平成２８年 ４月２０日
② 決 定 平成２８年 ６月１７日付けで一部開示決定
③ 審 査 請 求 平成２８年 ７月２０日
④ 諮 問 平成２８年 ８月１８日
⑤ 経 過 平成３０年 １月２５日 第２１５回審査会 審議

平成３０年 ２月２２日 第２１６回審査会 審議
平成３０年 ３月２０日 第２１７回審査会 審議
平成３０年 ４月２７日 第２１８回審査会 審議


